
平成26年度

汐見台小学校区青少年育成推進協議会
定期総会

平成26年4月17日(木)

午後7:00-9:00

汐見台小学校ランチルーム

1.開会のことば

2.会長のことば

3.議長選出

(1)平成25年度事業報告

(2)平成25年度収支決算報告及び会計監査報告
(3)平成26年度事業計画(案)

(4)平成26年度事業予算(案)

(5)質疑応答

5.議長解任

6.その他

7.閉会のことば



【平成25年度　事業報告】

4/5- �汐見台小学校あいさつ見守り隊参加 

4/18 �総会 

5/23 �第1回理事会 

6/11 �汐見台小学校P丁A通学路点検 

6/20 �第1回なぎさの子村まつり実行委員会 

7/4 �第2回理事会 

7/14 �親子つり大会(高波のため中止) 

7/18 �第2回なぎさの子村まつり実行委員会 

7/19 �松浪中学校P丁A夜間パトロール 

7/21 �おはようど-チクリ-ン参加 

8/6 �おはようど-チクリーン参加 

8/18 �松浪地区盆踊り大会模擬店参加 

8/22 �第3回なぎさの子村まつり実行委員会 

8/26 �おはようど-チクリーン参加 

9/20 �第4回なぎさの子村まつり実行委員会 

9/22 �なぎさの子村まつり事前準備 

9/27 �なぎさの千村まつり前日準備 

9/28 �なきさの子村まつり・子ども大会① 

10/10 �第5回なきさの子村まつり実行委員会反省会 
10/20 �松浪地区社協福祉ふれあいまつり模擬店参加 

10/24 �第3回理事会 

11/2 �なぎさの千村まつり実行委員会慰労会 

11/9 �松浪中学校地域ふれあいの日講座参加 

1/16 �第4回理事会 

2/22 �小和田公民館祭り模擬店参加 

3/8 �子ども大会②「松浪中学生から教わろう」 
3/14 12/1 �第5回理事会 

広報「なぎさの子」第6号発行 
3/31 �広報「なぎさの子」第7号発行 

プラザしおみだい参加 

汐見台小学校あいさつ見守り隊連絡会 
4/126/218/2310/712/103/3 

子どもを守る地域の会参加 

役員会 �4/105/1511/112/12 

7/21~7/24 �≪青少年指導員の活動≫ 青少年育成健全ポスター展示 
8/4 �愛のパトロール 

11/3 �市民ふれあいまつり参加 

1/11 �青少年指導員「育成のつどい」 

1/13 �青少年指導員「成人のつどい」 



議会決算書

会長　中東　恵子

25年度　汐見台小学校区青少

(収入の部) 

項　　目 �予算 �実績 �増減 �備考 
前年度繰越金 �46,426円 �46,426円 �0円 � 

市からの補助金 �72,000円 �72,000円 �0円 � 

会費(自治会連合会より) �14,540円 �14,730円 �190円 � 

子ども大会委託金 �80,000円 �80,000円 �0円 � 

活動収入 �0円 �10,056円 �10,056円 �福祉まつり 

雑収入 �0円 �0円 �0円 � 

利息 �0円 �15円 �15円 �8月、2月 

合計 �212,966円 �223,227円 �10,261円 � 

(支出の部) 

項　　目 �予算 �支出の部 �増減 �備考 

会議費 �10,000円 �10,525円 �525円 �役員会、理事会、総会等 

事務費 �15,000円 �2,892円 �葵12,108円 �印刷、コピー、他 

PR活動費 �25,000円 �10,200円 �ー14,800円 �広報紙、他 

行事活動費 �40,000円 �38,601円 �-1,399円 �各行事準備、開催等 

備品費 �10,000円 �0円 �ー10,000円 � 

分担金 �6,000円 �3,000円 �-3,000円 �子どもを守る地域の会 

夏祭り �20,000円 �0円 �-20,000円 � 

子ども大会 �80,000円 �80,542円 �542円 �コムギン、ペン立て他 

予備費 �6,966円 �0円 �-6,966円 � 

合計 �212,966円 �145,760円 �-67,206円 � 

収入合計(223,227円)　-　支出合計(145,760円)　=　残高(77,467円)

残高　77,467円は平成26年度に繰り越します。

「会計」

青木　島、チ

当所　人毛
監査の結果、上記の通り相違ないことを認めます。

「会計監査」

平成26年4月5日



【平成26年度　事業計画】(案)

理事会 �5月　7月　1〇月　1月　3月 

役員会 �必要に応じて随時開催する。 
・青少年育成活動の推進のための事業“研修会"講習会・勉強会な 

ど適宜おこなう。 

4/7 �汐見台小学校あいさつ見守り隊参加 
4/17 �総会 

5/8 �第1回理事会 

6/7 �子育ち。子育て出前講座【ジリーズ1】 

6/ �第1回なぎさの子村まつり実行委員会 
6/ �汐見台小学校P丁A通学路点検 

7/10 �第2回理事会 

7/ �親子つり大会 

7/ �松浪中学校P丁A夜間パトロール 

7/ �第2回なぎさの千村まつり実行委員会 

8/ �松浪地区盆踊り大会模擬店参加 

8/ �第3回なぎさの子村まつり実行委員会 

9/ �第4回なぎさの子村まつり実行委貴会 

9/ �第2回　なぎさの子村まつり。子ども大会① 

9/28 �子育ち・子育て出前講座【シリーズ2】 

10/9 �第3回理事会 

10/19 �松浪地区社協福祉ふれあいまつり模擬店参加 

11/ �松浪中学校地域ふれあいの日参加 

1/15 �第4回理事会 

2/ �小和田公民館祭り模擬店参加 
3/ �子ども大会(② 

3/12 �第5回理事会 

広報「なぎさの子」第8号発行 
広報「なぎさの子」第9号発行 
プラザしおみだい参加 

汐見台小学校あいさつ見守り隊連絡会 
子どもを守る地域の会参加 
≪青少年指導員の活動≫ 

青少年育成健全ポスター展示 
愛のパトロール 

市民ふれあいまつり参加 

青少年指導員「育成のつどい」 
青少年指導員「成人のつどい」 
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汐見台小学校区青少年育成推進協議会　会則

第一条　名称及び事務所

本会は、茅ヶ崎市汐見台小学校区青少年育成推進協議会と称し、事務所を会長宅

に置く音。

第二条　　目的

本会は、汐見台小学校区の青少年関係の各種団体及び個人が相互に連携し、青少

年育成活動を推進することを目的とする。

第三条　活動

本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

L　青少年を取り巻く社会環境を整備する、

2.青少年指導者の発掘と育成を行う。

3.青少年の団体活動を支援する。

4.学校及び青少年関係機関との連絡連携・親睦に努める。

5.地域の青少年の非行防止活動を行う。

6.本会理解のためのPR活動を行う。

7.その他、青少年の育成のために必要な活動を行う。

第四条　組織

本会は、汐見台小学校区に関係する各種団体ならびに個人をもって組織と

する。

第五条　役員

本会は、次の役員を置く。

1.役員　会長l名、副会長2名、書記2名、会計2名、会計監査2名、

事務局若干名。

2.理事　第四条の中より選出された会員。

第六条　　役員の選出

推薦委員会を設け、理事の中より役員を推薦し、総会において承認を得る。

推薦委員会は、自治会長2名、小・中PTA2名、民生委員1名で組織するっ


